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（参考 1） 

○ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（抄） 

 

（定義） 

第二条  この法律において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太

平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 

２  この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。 

一 預金保険法（昭和四十六年法律第三十四号）第二条第一項に規定する金融機関 

二 農水産業協同組合貯金保険法（昭和四十八年法律第五十三号）第二条第一項に規定する農

水産業協同組合 

三 保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第二項に規定する保険会社 

四 貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）第二条第二項に規定する貸金業者 

五 リース契約（対価を得て資産を使用させる契約であって、資産を使用させる期間の開始の日以

後又は同日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをする

ことができる旨の定めがないことその他主務省令で定める要件を満たすものをいう。）により資

産を使用させることを業とする者 

六 政策金融機関、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、信用保証協会その他これら

に準ずる主務省令で定める特殊法人等（法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律

により特別の設立行為をもって設立された法人のうち総務省設置法（平成十一年法律第九十一

号）第四条第十五号の規定の適用を受けるもの、特別の法律により設立され、かつ、その設立

に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第

二条第一項に規定する独立行政法人をいう。） 

七 前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で

定めるもの 

 

（業務の範囲） 

第十六条  機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 

一 対象事業者（第二十条第一項に規定する対象事業者をいう。以下この項及び第三項並びに第

十九条第四項において同じ。）に対して金融機関等が有する債権の買取り又は対象事業者に

対して金融機関等が有する貸付債権の信託の引受け（以下「債権買取り等」という。） 

二 対象事業者に対する次に掲げる業務 

イ 資金の貸付け（社債の引受けを含む。第十九条第二項第二号及び第六十二条第三項にお

いて同じ。）。ただし、対象事業者の事業の継続に欠くことができないものに限る。 

ロ 金融機関等からの資金の借入れに係る債務の保証 

ハ 出資（対象事業者の株式の取得を含む。第四号、第十九条第二項第二号、第二十五条第

一項及び第六十二条第三項において同じ。） 
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ニ 事業の再生に関する専門家の派遣 

ホ 事業活動に関する必要な助言 

三 債権買取り等に係る債権の管理及び譲渡その他の処分（債権者としての権利の行使に関する

一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。） 

四 出資に係る株式又は持分の譲渡その他の処分 

五 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査として行う法律事務 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務 

七 前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務 

２  機構は、前項第七号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなけ

ればならない。 

３  機構は、第一項各号に掲げる業務のほか、当該業務の完了までの間、事業者（対象事業者を除

く。）の依頼に応じて、その事業の再生等に関し必要な助言を行うことができる。 

 

（支援基準） 

第十八条  主務大臣は、機構が、第十六条第一項各号に掲げる業務の実施による再生の支援（以下

「再生支援」という。）をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準及び債権買取り等をするか

どうかを決定するに当たって従うべき基準（以下「支援基準」と総称する。）を定めるものとする。  

２  主務大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、被災地域を管轄す

る都道府県知事の意見を聴かなければならない。 

３  主務大臣が第一項の規定により支援基準を定めるに当たっては、被災地域において多数の事業

者が自己の責めに帰することができない事由によりその事業の用に供する資産に甚大な被害を受

けたことを踏まえ、できる限り多くの事業者に再生の機会を与えることとなるよう適切に配慮しなけ

ればならない。 

４  主務大臣が第一項の規定により支援基準を定め、及び被災地域を管轄する都道府県知事が第二

項の規定により意見を述べるに当たっては、東日本大震災復興基本法（平成二十三年法律第七十

六号）第三条の東日本大震災復興基本方針及び被災地域の地方公共団体が東日本大震災から

の復興に係る計画を定めている場合における当該計画との整合性に配慮しなければならない。  

５  主務大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。 

 

（支援決定） 

第十九条  東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって、

東日本大震災の被災地域として政令で定める地域において債権者その他の者と協力してその事

業の再生を図ろうとするもの（次に掲げる事業者を除く。）は、機構に対し、再生支援の申込みをす

ることができる。 

一 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して大規模な事業者とし

て政令で定める事業者 
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二 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社 

三 前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるもの

の四分の一以上を出資している法人（国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配するこ

とができないものとして政令で定める法人を除く。） 

四 前二号に掲げるもののほか、その役員に占める公益的法人等への一般職の地方公務員の派

遣等に関する法律（平成十二年法律第五十号）第三条第二項に規定する派遣職員又は同法第

十条第二項に規定する退職派遣者の割合が政令で定める割合を超えている法人その他国又

は地方公共団体がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして政令で定

める法人 

２  前項の申込みは、次に掲げる書面を添付して行わなければならない。 

一 当該申込みをする事業者の事業の再生の計画（当該事業者の事業の再生のおおよその見通し

を記載した書面を含むものとする。以下「事業再生計画」という。） 

二 第四項後段に規定する支援決定が行われた場合において、当該申込みをする事業者に対し、

債権者その他の者が資金の貸付け又は出資を行う旨を約していることを証する書面 

３  第一項の申込みをする事業者が認定支援機関（産業活力の再生及び産業活動の革新に関する

特別措置法（平成十一年法律第百三十一号）第四十一条第二項に規定する認定支援機関をいう。

以下同じ。）から第五十九条第二項の規定による書面の交付を受けた中小企業者であるときは、

当該書面を添付して申込みをすることができる。 

４  機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうか

を決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者（前項に規定する中小企業者が申込みを

した場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交付した認定支援機関）に通

知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定（以下「支援決定」と

いう。）を行ったときは、併せて、次条第一項に規定する関係金融機関等の選定、対象事業者の事

業の再生のために当該関係金融機関等が同項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と

認められる債権の額（以下「必要債権額」という。）及び同項に規定する買取申込み等期間の決定

並びに第二十一条第一項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければな

らない。 

５  機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者におけ

る事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならない。 

６  機構は、再生支援をすることを決定したときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければな

らない。 

７  支援決定は、機構の成立の日から五年以内に行わなければならない。ただし、被災地域の復興の

状況を勘案して必要があると認められる場合には、主務大臣の認可を受けて、一年を限り、その期

間を延長することができる。 

 

（買取申込み等の求め） 
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第二十条  機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者（以下「対象事業者」

という。）の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく対象事業者の事業の再生のた

めに協力を求める必要があると認められるもの（以下「関係金融機関等」という。）に対し、支援決

定の日から起算して三月以内で機構が定める期間（以下「買取申込み等期間」という。）内に、当該

関係金融機関等が対象事業者に対して有する全ての債権につき、次に掲げる申込み又は同意を

する旨の回答（以下「買取申込み等」という。）をするように求めなければならない。この場合におい

て、関係金融機関等に対する求めは、支援決定を行った旨の通知及び事業再生計画を添付して行

わなければならない。 

一 債権の買取りの申込み 

二 事業再生計画に従って債権の管理又は処分をすることの同意（対象事業者に対する貸付債権

を信託財産とし、当該同意に係る事業再生計画に従ってその管理又は処分を機構に行わせる

ための信託の申込みを含む。） 

２  前項第一号の債権の買取りの申込みは、価格を示して行うものとする。 

 

（買取決定） 

第二十二条  機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前に全ての

関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等（第二十

条第一項第一号に掲げる債権の買取りの申込み又は同項第二号に規定する信託の申込みをする

旨のものに限る。第三項において同じ。）に対し、支援基準に従って、債権買取り等をするかどうか

を決定しなければならない。この場合において、債権買取り等をする旨の決定（以下「買取決定」と

いう。）をするときは、一括して行わなければならない。 

２  前項の場合において、機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込

まれるものの額及び第二十条第一項第二号に掲げる同意に係るものの額の合計額が必要債権額

に満たないときは、買取決定を行ってはならない。 

３  第一項の場合において、関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等をしたときは、機構は、

当該関係金融機関等からの買取申込み等に対し、買取決定を行ってはならない。 

４  機構は、買取決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。 

 

（買取価格等） 

第二十三条  機構が債権の買取りを行う場合の価格は、支援決定に係る事業再生計画、被災地域

の復興の見通し、再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し、当該債権の

担保の目的となっている財産の価格の見通し等を勘案した適正な時価を上回ってはならない。 

２  機構は、関係金融機関等と損害担保契約（対象事業者に係る債権のうち機構が買取りを行ったも

のについて、当該買取り後、当該債権の適正な時価が当該買取りの価格を下回ることとなった場

合において、当該関係金融機関等がその差額の一部を補てんすることを内容とする契約（これに

準ずる契約を含む。）をいう。）を締結することができる。 
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（出資決定） 

第二十五条  機構は、買取決定又は第二十条第一項第二号に掲げる同意をする旨の買取申込み等

に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定（以下「買

取決定等」という。）を行った後でなければ、対象事業者に出資をする決定（次項において「出資決

定」という。）をしてはならない。 

２  機構は、出資決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。 

 

（債権の管理及び処分等） 

第二十七条  機構は、対象事業者に係る債権のうち買取りを行ったものの管理及び処分に当たって

は、当該買取りを行った日から一定期間を経過した後の当該対象事業者の経営状況その他の事

情を勘案しつつ、当該対象事業者の債務の一部を免除することができる。 

２  機構は、対象事業者に係る債権のうち買取りを行ったものについては、当該対象事業者の東日本

大震災による被害の状況、経営状況等を考慮し、当該買取りを行った後の一定期間、その弁済を

猶予することができる。 

３  機構は、対象事業者に係る債権のうち買取りを行ったものの管理及び処分に当たっては、当該対

象事業者の経営状況その他の事情を勘案しつつ、できる限り、当該債権に係る保証人（その保証

を受けた法人たる対象事業者の代表者その他これに準ずる者及び保証を業とする者を除く。）に対

する保証債務の免除、当該債権に係る物上保証人（対象事業者の債務を担保するため自己の財

産を担保に供した当該対象事業者以外の者をいい、法人たる当該対象事業者の代表者その他こ

れに準ずる者及び保証を業とする者を除く。）に対する担保の解除その他の当該対象事業者の債

務の保証に係る負担その他これに類する負担の軽減に資する措置をとるように努めなければなら

ない。 

４  機構は、対象事業者に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったとき

は、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。 

５  機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、支援決定の日から十五年以内に、

当該支援決定に係る全ての再生支援を完了するように努めなければならない。 

６  機構が貸付債権の信託の引受けを行う場合における信託契約の終了の日は、支援決定の日から

十五年以内でなければならない。 

７  機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、支援決定の日から

十五年以内でなければならない。 

 

（公表） 

第二十八条  機構は、主務省令で定める期間ごとに、支援決定その他機構が行ったことの概要を示

すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。 
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○ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則（抄） 

 

（機構が決定を行ったときの公表事項等） 

第十一条  法第二十八条に規定する主務省令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日ま

で、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から

三月三十一日までの各期間とする。 

２  法第二十八条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 支援決定を行った件数 

二 買取申込み等期間の延長の決定を行った件数 

三 支援決定を撤回した件数  

四 買取決定を行った対象事業者の概要及び買取りに係る債権の元本総額 

五 出資決定を行った対象事業者の概要及び出資総額（債務の株式化等による場合にあっては、

現物出資された債権の元本総額） 

六 対象事業者に係る債権の譲渡その他の処分の類型（債務の免除、債権の譲渡その他の類型を

いう。）ごとの当該処分を行った件数及び対象事業者に係る株式又は持分の譲渡その他の処

分の類型（譲渡、消却その他の類型をいう。）ごとの当該処分を行った件数並びに当該処分時

における対象事業者に対する当該債権の元本総額（信託の引受けに係る債権を除く。）及び処

分後における対象事業者に対する当該債権の元本総額（信託の引受けに係る債権を除く。） 

七 一の支援決定に係る全ての再生支援を完了した対象事業者の概要及び対象事業者に対して

行った買取決定に係る債権の買取価格の総額（信託の引受けに係る債権を除く。） 

３  機構は、対象事業者の数が二以下のときは、前項第四号から第七号までに掲げる総額を公表し

ないことができる。 

４  機構は、第二項各号に掲げる事項を公表することにより対象事業者に不利益を及ぼさないよう配

慮しなければならない。 

 

（インターネットを利用する公告の方法） 

第十二条  法第二十九条第三項に規定する主務省令で定める方法は、インターネットを利用して次

に掲げる事項を公衆の閲覧に供する方法とする。 

一 確認を行った日 

二 確認を受けた金融機関等の名称 

三 確認に係る貸付けを行う日 

四 確認に係る貸付金の元本額 

 

 


